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税 の お 話
T S U B A S A

　東区民、東区でお仕事をなさっている皆さん、こんにちは。令和元年

度から名古屋税理士会名古屋東支部の支部長を務めております糟谷和彦

です。

　62 年の歴史を持つ当支部の会員は、東区内に個人税理士正会員 289

名、税理士法人会員 28 社（令和元年 12月1日現在）が在籍し、名古屋

税理士会 17 支部中 7番目（個人正会員数）の規模となっています。

　私たち会員は、税務相談や、法人・個人の申告をはじめとする税務代

理等の税理士業務を行っ ており、また支部内には、「名古屋東税務相談所」

を設置し、中小企業者に対する税務相談・税務指導を行っています。さ

らに、「相続税務相談室」においては、無料で相続税に関する一般的な

相談にも応じています。

　また、名古屋東税務連絡協議会の構成員として、「無料税務相談」等

を通して税務行政の円滑な運営に寄与し、

さらに名古屋東租税教育推進協議会の一

員として、東区内の小中学校生、 高校生、

専門学校生及び社会人を対象として「租税

教室」を開催し、地域の租税教育に取り組

んでいます。毎年秋に開催される「なごや

かまつり・ひがし」ではブースを出展して、

地域の皆様との楽しいひとときを過ごさせ

て頂いています。

　広報誌『翼』に、これら支部の活動状

況を掲載していますので、是非ともご一読下されば幸いです。

　私たち税理士は、税務の専門家として皆様のお役に立てるよう活動して

います。どうぞ、気軽に相談できる「暮らしのパートナー」としてご相談

して頂けると幸いです。

名古屋税理士会名古屋東支部
支部長　糟谷  和彦　

2月23日は「税理士記念日」ですが、これは税理士法の前身である税務代理士法が昭和17年2月23日に制定されたことに由来し
ます。
日本税理士会連合会では、昭和41年に一部の税理士会が実施した「税理士総奉仕の日」を、昭和42年の税理士制度施行25周
年を機に全国的な行事として、11月1日を「税理士総奉仕の日」と定め、全国各地で無料による税務相談を実施しました。　
「税理士記念日」は、税理士の社会的活動であるこの「税理士総奉仕の日」を基盤に、記念日的性格を付与して昭和44年に税務
代理士法制定日に移して制定されたものです。この記念日の意義は、税理士の社会的使命と税理士の職能の重要性の自覚を
再確認するとともに、国民・納税者に対して、申告納税制度の普及と税理士制度の社会的意義を周知することにあります。

2月23日は税理士記念日です。
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相続税　これだけは知っておこう

TSUBASA
名古屋税理士会名古屋東支部 支部長挨拶

1 相続税の申告が必要となるのは…

相続税の計算方法は「正味の遺産額（下記図参照）」をもとに相続税
の総額を計算し、もらった財産の割合に応じて相続人それぞれが負担
します。

2 相続税の計算方法

相続税の申告手続きはわかりにくいことがたくさんありま
すので、迷われたら税の専門家である税理士に是非ご相
談ください。
また当支部には相続税務相談室が設置されています。
次ページをご覧ください。

相続税対策として生命保険に加入するケース、ありま
すよね。死亡保険金には相続税がかかります！が、
500 万円 × 法定相続人の数までは相続税がかかりま
せん。

正味の遺産額 基礎控除額－ ＞0円プラスの財産（預貯金、家土地等）
－マイナスの財産（借金等）

3,000 万円＋600 万円
×法定相続人※の数

※法定相続人→配偶者や血族で民法で定められた相続人

相続税にはご遺族の生活保障を目的として、相続税の申告をすることを条
件に相続税がかからない、または減額される可能性がある、さまざまな
特例があります。

などがありますが、原則として期限内に申告することが必要です。

配偶者の税額軽減 もらった財産のうち法定相続分または 1 億 6 千万円
までは相続税がかかりません。

小規模宅地の特例 亡くなった方が生活してい
た、またはお仕事をされて
いた建物の敷地については

最大 80％遺産額を減らせます（限度あり）。

生命保険金に相続税はかかる？かからない？

葬儀費用は正味の遺産額から引くことができます。

葬儀費用って…

亡くなってから10 か月以内です。

相続税はいつまでに申告するの？（期限）

今回は皆さんにも特に関心の深い「相続税」を取り上げます。
相続税に関してこれだけは知っておいてほしい！ことをまとめ
てみました。




